
昨年はコロナ、ウクライナ侵攻、物価高と 「命」 と 「暮らし」、そして 「平和」

が脅かされた１年でした。 さらに岸田内閣は他国の脅威を口実に 「防衛費の

増大」 と 「軍拡」 に舵を切りました。 国是である 「専守防衛」 を逸脱するも

のです。 本県は３.１１以降いまだに 「緊急事態宣言」 が発令中です。 にもか

かわらず、 政府は 「復興予算」 を防衛費に転用しようとしています。 本末転

倒です。 国民の生活と日本社会を破壊する政治を変えなければなりません。

「今年は統一地方選挙の年」 です。 「政治を変えていく年」 に努力してまい

ります。
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上図は令和２年３月から令和５年１月までの本

県の感染者数の推移です。 日本は第１波から第

５波までの感染者数は少数でした。 第６波以降

感染者が急増しています。 オミクロン株は変異し

てから感染者数も死者数も圧倒的に多くなつて

います。 今危険なのは、 日本と中国です。

オミクロン株感染者・死者急増

日本は第５波までは感染者・死者を抑え込ん

でいました。 しかし、 その後急速に増大し、 第７

波以降は世界最多になっています。 その要因に

ついて専門家は、 全数検査の見直しによる感染

状況の把握の不徹底を挙げています。

感染状況把握の不徹底が世界最多の感染に

オミクロン株は後遺症があるということが分かっ

てきました。 脳がダメージを受け、 筋力が落ち、 肺

の機能が落ちてくるという３つの後遺症の病態のよ

うです。

現在は後遺症の治療や対策などには手がまわら

ない状況で、 体制整備はこれからです。 後遺症ま

で見据えた臨床データの収集・対策が急務です。

後遺症対策が急務
ワクチン接種によってコロナの収束が期待され

ましたが、 依然として感染拡大は続いています。

命が失われ、国民生活に悪影響を及ぼしており、

有効な対策が打ち出せないまま３年が経過しま

した。 これまでの政府のコロナ対策の問題点を、

感染症専門家に留まらず国を挙げて検証すべき

時です。

国民の叡智を結集したコロナ対策を

畜産・酪農家がウクライナ問題、 円安など国

際情勢の変化による飼料・肥料の欠乏や価格

高騰、 国内自給率の低迷によって、 かつてない

苦境に追い込まれています。

昨年本市における農家の現状を調査いたしま

した。 危機の要因は、 外国依存と国内農業切り

捨てにあります。

｢国防」は農業を守ること
本県の酪農は１９８５年２, ９１０戸３９, ０００頭

が、 ２０２１年は２８３戸１１, ８００頭と農家は１０分

の１、 頭数は４分の１に減少しました。

東日本大震災の影響もありますが、 乳価が据

え置かれるなど農業政策によるものが大きいと

いえます。

酪農家減少の一途

欧米諸国は、 政府が決めた支持価格を下回

ると政府が無制限に乳製品を買い上げます。 在

庫が増えても、 農家にしわ寄せはありません。

日本にはこのような仕組みはありません。 自国

の生産力を保護すべきです

自国の生産力の保護を
上図は乳用牛の酪農家数と頭数の推移です。

上図は本市の肉用牛の農家数と頭数の推移

です。

世界の乳製品をはじめ食料の需給はひっ迫して

きています。 輸入に依存せず、国内資源で安全・高

品質な食料供給ができる循環農業を目指す政策の

転換が急務です。 子どもたちの未来を守るために。

子どもたちの未来を守る農業政策への転換を

深刻な現場の声は、 飼料の急騰です。 一昨

年に比べると２倍になっています。 飼料の６割は

輸入に頼り、 酪農は飼料費が生産コストの５割

を占めています。 乳牛は粗飼料と配合飼料のバ

ランスが大事で、 配合飼料の８９％は輸入です。

深刻な飼料の急騰!!

子牛価格の暴落も追い打ちをかけています。

乳牛と和牛を掛け合わせた交雑種 （Ｆ１） や、

和牛の受精卵を乳牛に移植して産ませる和牛な

ど肉用子牛の販売は、 酪農家が不安定な乳価

を補完するための欠かせない収入源になってき

ました。

子牛価格の暴落で副収入も減少

国内乳製品の在庫過剰にもかかわらず、 世界

にも類のない生乳換算１３.７万ｔの乳製品の輸入

を維持しています。 国際的には 「低関税で輸入す

べき枠」として決まっているもので、「最低輸入義務」

ではありません。 それを 「義務だ」 といって膨大

な輸入を世界で唯一続けています。 「ミニマムアク

セス米」 ７７万ｔのうち、 米国から３３万ｔ輸入してい

ますが、それと同じ構図になっています。

大量輸入で酪農家は困窮

コロナ禍は医療提供体制をさらに脆弱化して
きました。 高齢者の入院も簡単ではなくなりまし
た。 医薬品の供給も不安定さを増しており、 ジェ
ネリック薬でも供給が危ぶまれています。 新薬が
承認されましたが、 薬の効果と供給体制の検証
と数の確保が急務です。

薬の万全な供給体制の確立を

全数検査をやめて以降、 自分でチェック、 診

断して陽性登録する体制になり、 より一層感染

者を選別し、 医療を受けられない感染者が増大

しています。 日常生活に制限を受けている感染

者の把握も不十分になっています。

感染状況の把握できず、感染拡大

本県の死者も下図のように第８波は急増してい
ます。 令和２年２２名、 ３年１５４名、 ４年は２７１
名となっており、２年の１２倍、３年の１. ８倍になっ
ています。 死者数が増加していることについて専
門家は 「全数把握」 をやめたことへの悪影響が
出てきていると指摘しています。

第８波は死者が急増

今年も「命」と「暮らし」、「平和」を守ります。謹賀新年



学校の働き方改革が始まり、 県教委も目標

を設定して実態調査に努めていますが、 実効性

は十分とは言えない実態にあります。 国の責任

で解決することが不可欠です。

教員が人間らしい働き方ができてこそ、 子ど

もたちと向き合いうことができます。 豊かな学び

を保障できる学校にすることが急務です。

教員の長時間労働、国の責任で改革を
時間外勤務時間の削減について、 目標設定

し改善に向けて取り組んでいますが、 一進一退

で、 むしろ高校は悪化しています。 月８０時間を

超える教員の割合が０％になったのは小学校と

特別支援学校養護教諭、 月４５時間を超える教

員の割合は減少していますが、 増えている職種

もあります。

勤務時間内で消化できない仕事量
労働人口減少の影響もありますが、 新規採

用者や若い人が辞めていく、 教員を希望する人

が減っているということです。

なぜ教員不足なのか

上図は本県小中高校、 特別支援学校の持ち

帰り業務時間の推移です。 学内勤務時間は小

１０時間４１分、 中１１時間８分、 高校１０時間２９

分、 特別支援学校は１０時間１０分です。 減少

傾向ですが下げ止まっています。 しかし、 依然と

して休憩なしの長時間労働が続いています。

学校と自宅による長時間労働

上図は病休者数と補充人数の推移です。 文

科省の調査によると２０年にうつ病などの精神疾

患で休職した教員は５, １８０人 （過去最多）。 本

県の病休者も２１年は１３１名と増加しています。

補充教員の不足は、講師不足と説明しています。

病休者も増加  補充はままならず

上図は定年退職者数と採用者数、 中途退職

者数の推移です。 定年退職者は増加、 比例し

て採用者数も増えていますが、 中途退職者数も

高止まりしています。 新規採用者や若い人がど

の程度辞めているのか県教委に質してみました

が、 調査していないという回答でした。

中途退職者も高止まり

連合総研の調査に、 教員志望者に教員の仕

事を勧めることの有無の質問があり、 結果は

「どちらかというと勧める３７％」 に対し、 「どちら

かというと勧めない４１. ３％」 「まったく勧めない

１６. ２％」 で、 勧めない教員が半数を超えてい

ます。 勧めない理由は 「業務量が多い」 「勤務

時間が長い」「精神的負担が多い」との回答です。

なりて不足は深刻

本県の令和４年５月１日現在の不足数は、 小

学校９４人、 中学校４０人、 高校１人、 特別支

援学校９人です。 年度当初から１４４人の不足

が発生しています。

年度当初から教員１４４人の不足

欠員を補充するために、 専門外の教員に臨

時免許を発行した数については、 小学校１２２

人、 中学校１９人の１４１人となっています （２２

年１２月現在）。 対処的なやりくりをして、 なんと

か学校を回している状況が伺えます。

臨時免許で対応

休憩時間は４５分と決められていますが、 小

学校・中学校は正確な時間は県教委も把握 （調

査項目になし） しておりません。 正確な勤務実

態の把握には、 程遠い調査になっています。

県教委休憩時間を把握せず

上図は本県の小中学校の志願者数と採用予

定者数の推移です。 採用予定者数も減少して

いますが、 志望者も減少しています。

本県も希望者減少

教員不足について文科省は２０１１年調査を

初めて行い、 ５月時点で全国で２, ０６５人の不

足があることを明らかにしました。 NHKは２０２２

年調査を行い、 ２, ８００人が不足していることを

報道しました。欠員は在職教職員の負担になり、

在職教員が多く授業を受け持つ、 専門外の教

員に臨時の免許を発行して授業を担当してもら

うなどとなっており、 慢性的に不足すれば子ども

の学習や活動に影響します。

教員不足が常態化  子どもにも影響

現在、 日本の公教育支出はＧＤＰ比で先進国

最下位です。 一方、 軍事支出は世界９位です。

国の未来を考えるなら、 青天井の軍事費ではな

く、 教育費を増やすべきです。

教育への公的支出は、先進国最低レベル

上図は月４５時間超の時間外勤務を行ってい

る小、中、特別支援学校の教員の割合です。 小、

中、 高校は半数が４５時間超になっています。

上図は月８０時間超 （過労死ライン） の時間

外勤務を行っている教員の割合です。 中学校、

高校は約３０％が超えています。 小、 中の教頭

は半数以上が超えています。

日教組は昨年１２月、 学校の働き方改革のた

めの調査結果を公表しました。 「時間外勤務の

経年比較」 では、 月４５時間以下は増加傾向、

過労死ラインの月８０時間超はほとんど改善さ

れていないとの結果でした。

休憩時間は０分が４０％、 平均１２分 （２０年

１４. ４分、 ２１年１３. ９分） と悪化しており、 未

だ労基法違反が続いています。

過労死ラインの月８０時間超は改善されず

連合総研の調査でも、 出勤から退勤までの

一日の労働時間 （休憩時間を除く） は平均で

１１時間２１分。 自宅に持ち帰って仕事をした時

間は４６分 （前回調査より２分増）。 労基法に定

められている休憩時間の取得は、 小学校で平

均７. ３分、 中学校で１０. ７分。 これは２１年の

日教組調査 （小学校１１. ７分、中学校１５. ５分）

と比較しても短くなっています。 ５４. ６％の教員

は 「休憩時間０分」 と回答しています。

｢休憩時間は０分」が半数

持ち帰り仕事を含む教員の１か月時間外在校

等時間の平均は１２３時間１６分。 前回調査の

１２９時間２２分から６時間ほどは減っています

が、 厚労省が示す 「過労死ライン」 の８０時間

を大幅に超える長時間労働が続いています。

長時間労働が常態化

２２年９月、 県教委は教員の働き方と労働時

間の調査結果を公表しました。 正規の勤務時間

は１日７時間４５分ですが、 小学校教諭は１０時

間４１分、 中学校教諭１１時間８分となっていま

す。 高校教諭は１０時間２９分、 特別支援学校

教諭は１０時間１０分となっています。

本県の教員も長時間労働が常態化


